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は じ め に 
 

 本書は、避難所を運営するための標準的な事項をまとめたものです。 

各避難所で使う際には、地域や避難所となる施設の実情に合わせて 

内容を見直し、適宜追加・修正する必要があります。 
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（※1) 地域によって、参集するメンバーは異なります。

大規模災害発生時における自主防災隊の活動について

 【 参集基準（①～③のいずれかの場合は、所定の場所に参集） 】

 【 大規模災害が発生した時のそれぞれの活動や役割 】

次の場所へ
参集！

市災害対策本部○○支部(小学校など)へ参集 ○○自主防災隊 災害対策本部(公会堂など)へ参集

市役所・浅羽支所に設置され
た震度計で計測した震度が袋井
市の震度として、テレビ・ラジ
オなどで発表されます。

①市内で震度４以上の地震を観測

台風などにより災害対策本部及
び支部が開設されたときは、同報
無線やメローねっとでお知らせし
ます。

市災害対策本部(市役所)

情報提供
指 示

被害状況
報告など

市民の皆さん・自治会の班長等

情報提供
指 示

自主連合防災隊長・地域防災指導員

【役割】
◇ 市災害対策本部○○支部への合流
◇ 各自主防災隊からの被害情報収集・把握

◇ ○○支部への各自主防災隊の被害状況報告
◇ 自主防災隊と支部間の要望や依頼の調整
◇ 支部の災害対応についての助言
◇ 市指定避難所の管理運営 など

情報提供
指 示 被害状況報告

避難者人員報告

市災害対策本部○○支部(小学校など)

【役割】

◇ 市災害対策本部○○支部の開設
◇ 市災害対策本部○○支部管内の被害情報

収集・把握

◇ 市災害対策本部への被害状況報告
◇ 人・家屋などの被害状況調査

◇ 自主防災組織(自治会)との連絡調整や共助
◇ 応急給水や炊き出しの実施
◇ 市指定避難所の開設
◇ 救護所の開設と管理運営 など

市指定避難所
(幼稚園･小学校など)

救護所
(小学校･コミュニ
ティセンターなど)

情報提供
指 示

被害状況報告
避難者人員報告
災害対応の助言

など

○○自主防災隊 災害対策本部(公会堂等)

【役割】
◇ ○○自主防災隊 災害対策本部の開設
◇ 被害情報の収集・把握

◇ 自主連合防災隊長(○○支部)への被害状況報告
◇ 自治会住民の安否確認
◇ 負傷者の応急救護や救護所への搬送

◇ 災害時要配慮者の避難支援
◇ 初期消火、救出・救助活動
◇ 市指定避難所や救護所の管理運営 など

第２避難場所(公会堂など)

【役割】

◇ 落ち着いて､自分の身を守る（机の下に入る等）
◇ 火の元の確認や初期消火
◇ 家族の安否確認

◇ 自治会の班単位等の集合場所へ家族で避難
◇ 自治会の班長等への被害状況と安否報告
◇ 隣近所への支援（救出・救助、初期消火等）
◇ 自主防災隊員としての活動参加 など

被害状況報告
安否確認報告

情報提供
指 示

※ 風水害時には、気象状況などに十分注意し、危険な
場所や災害発生が予想される場所に近づかないように
して、身の安全を第一に対応してください。

市職員
(○○支部職員)

参集

自主連合

防災隊長

参集

地域防災

指導員

参集

自治会長

参集

自主

防災隊長

参集

防災委員など
（※1）

参集

自治会の班単位等の集合場所(一時避難場所)

市指定避難所
へ避難

安否確認等の後、自主防災隊災害対策本部へ

②市災害対策本部、各支部が開設

台風などにより災害対策本部
及び支部が開設されたときは、
同報無線やメローねっとでお知
らせします。

③市全域にわたって大きな災害が発生、若

しくはおそれのあるとき、又は全域でなくても

被害が特に甚大と予測されるとき




























































